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北九州市環境局産業廃棄物対策課

産業廃棄物排出事業者・処理業者の優良認定・評価
制度に係る他都市事例について
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１．国の優良認定制度
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１．国の優良認定制度
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２．北九州市の優良認定制度

産業廃棄物排出事業者・処理業者認定制度

【排出事業者】
市内に事業を有する者

【処理業者】
１．産業廃棄物事業者であって、かつ、市内に事業所を有する者

２．産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得してから

５年以上経過している者

※認定業者としての期間：５年間（５年毎に更新が必要）

認定対象

更新に当たっては過去５年間で更なる取組み向上が認められることが必要

認定の更新
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２．北九州市の優良認定制度

産業廃棄物排出事業者・処理業者認定制度

排出事業者 処理業者

法令遵守（改善命令、措置命令、警告）

処理基準の遵守（自社処理を行う場合） 処理実績、処理基準の遵守

産業廃棄物の排出抑制、減量化、
再生利用又は適正処理に対する取組み

産業廃棄物の減量化、再生利用又は
適正処理に対する取組み

取組みに対する実績

取組み実績評価

排出事業者 処理業者

保管基準の遵守 施設基準の遵守

場内環境

施設環境評価

排出事業者・処理業者の認定基準

その他、優良業者への優先委託、委託状況の確認、電子マニフェストの導入、従業員研修、
環境配慮活動、地域への情報公開、その他の取組みについても総合的に勘案する
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２．北九州市の優良認定制度

産業廃棄物排出事業者・処理業者認定制度

認定業者へのインセンティブ

➤表彰（認定証の交付）

➤認定業者への称号付与
（許可証等への記載）

➤取組みＰＲの機会付与

➤市ホームページでの周知

➤処理業者については、
業者検索システムにおける認定業者の表示

➤市の各種支援制度に関する配慮
・北九州市次世代エネルギー設備導入促進事業
・北九州市環境未来技術開発助成
・新成長戦略みらい資金

認定証の例 業者検索システム
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３．大分県(市)の優良認定・評価制度の事例

おおいた優良産廃処理業者評価制度

認定対象・認定基準

【認定対象】
処理業者（収集運搬業者を除く）

【認定基準】
国の認定と同様の５項目（項目２の一部と項目３を緩和）
１．実績と遵法制 ２．事業の透明性 ３．環境配慮の取組み
４．電子マニフェスト ５．財務体制の健全性
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３．大分県(市)の優良認定・評価制度の事例

おおいた優良産廃処理業者評価制度

認定業者へのインセンティブ

・認定証の交付

・許可証への記載

・県・市のホームページ、新聞による認定業者名の公表

・産廃処理施設周辺環境対策事業費補助の優遇措置（県のみ）

単年度補助限度額 1,000万円 → 1,500万円

・認定マークの使用許可

車両への使用等、事務処理要領に規定する用途に限り認定マークの使用を許可

認定の有効期間

・業の許可有効期間と同等。

期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
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４．京都市の優良認定・評価制度の事例

産廃チェック制度

認定対象・認定基準

【認定対象】
恒常的・継続的に産廃を排出する市域内の排出事業場
・直近３箇年度分の産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していること。
・前年度の産業廃棄物管理票交付枚数が24枚以上であること。

【認定基準】
１．産業廃棄物の保管および処理等の基準に関するチェックシートの

チェックすべき項目の全てに適合していること。
２．３Ｒの推進や環境負荷の低減に向けた取組姿勢に関するチェックシート

全体で５以上の項目に該当し、かつ、区分ごとに１以上の項目に該当
していること。

認定事業場へのインセンティブ

・認定書の交付
・「産廃処理・３Ｒ等優良事業場」として市のホームページ等で公表
・３箇年連続で認定を受けた場合は表彰（認定は年度ごとに行う）
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５．山梨県の優良認定・評価制度の事例

産業廃棄物処理業者格付け制度

認定対象・認定資格

【認定対象】
山梨県内に事業場を有し、山梨県内での処理実績が3年以上ある事業者

【認定資格】
・過去5年にわたり、特定不利益処分（改善命令、事業停止命令等）
を受けていないこと

・過去5年にわたり、山梨県から廃棄物処理法に係る文書勧告を
受けていないこと

・法人税等及び社会保険料、労働保険料の滞納がないこと

格付けの有効期限

格付けを受けた日から、産業廃棄物処理業の許可期限までとする。
※ 有効期間内に文書勧告等を受けた場合、格付けを取り消す。
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５．山梨県の優良認定・評価制度の事例

産業廃棄物処理業者格付け制度

評価基準 ※ベーシック（Ｂ） ：基礎的な取り組みを評価
アドバンスド（Ａ）：発展的な取り組みを評価

評価基準の適合数により４段階（☆１～☆４）で格付けを行う
※初回の申請は随時受付け、２回目以降については許可更新と同時申請とする。
また、格付け有効期間内の再申請を一度だけ認めることとする。
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６．東京都の優良認定・評価制度の事例

「産廃エキスパート」、「産廃プロフェッショナル」認定

【認定対象】
都知事の産業廃棄物処理業許可を取得し、都内での実績が１年以上の者
１．収集運搬業（積替保管施設なし）
２．収集運搬業（積替保管施設あり）
３．中間処理業

【認定基準】
事業内容や取組の状況に対応し、2つの基準に適合した業者を認定

１．産廃エキスパート（第一種評価基準適合業者）
業界のトップランナー的業者

２．産廃プロフェッショナル（第二種評価基準適合業者）
業界の中核的役割を担う優良業者

認定対象・認定基準

認定の有効期間

新規申請の場合は２年後の年度末まで、更新申請の場合は３年後の年度末まで
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６．東京都の優良認定・評価制度の事例

「産廃エキスパート」、「産廃プロフェッショナル」認定

遵法性 安定性 先進的取組み

産廃エキスパート 必須（100％） 80％ 60％

産廃プロフェッショナル 必須（100％） 70％ ー

※専門性（感染性廃棄物を取り扱う場合）の項目は必須（100％）

認定水準

評価・認定は第三者機関である(公財)東京都環境公社が行っており、
申請には所定の手数料が必要。

１．遵法性：法定要件・義務を確実に履行しているか
２．安定性：安定的で信頼性がある自主的な運営を行っているか
３．先進的な取組：環境貢献活動等、先進的な取組を行っているか

評価項目
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７．岩手県の優良認定・評価制度の事例
格付け制度

【認定対象】

岩手県内での業務実績が原則として１年以上ある処理業者

１．収集運搬業者（積替保管なし）

２．収集運搬業者（積替保管あり）

３．中間処理および最終処分業者

【認定基準】

・評価表のマネジメント機能及び、施設・設備機能の必須項目を全て

満たしていること

・評価表の評価項目の※総合評価点数が40点以上であること

認定対象・認定基準

県が指定した岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが評価・認定している。
申請には所定の申請料が必要。
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７．岩手県の優良認定・評価制度の事例
格付け制度

格付け区分

総合評価点数に応じて、３段階の格付けを行う
☆ ：40点以上60点未満である
☆☆ ：60点以上で☆３つの基準を満たさない
☆☆☆：80点以上かつ育成センター（認定機関）へ保証金を預託している。

また、国の優良認定制度の項目を満たしている。

認定の有効期限

認定日から２年後の認定日まで。
ただし、前回☆☆☆または☆☆の認定を受け、新たに☆☆☆の認定を受けたもの
については３年後の認定日まで。

認定事業場へのインセンティブ

岩手県が排出する産業廃棄物の処理（処理運搬、処分等）は、原則として
格付け業者に委託することとしている。
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８．北九州市と他都市の優良認定・評価制度の比較①

北九州市 大分県・市 京都市 山梨県 東京都 岩手県

排出事業者 ○ 〇

収集運搬事業者 〇 〇 〇

処理事業者 ○ 〇 〇 〇 〇

遵法性 ○ 〇 〇 〇 〇 〇

事業の透明性 ○ 〇 〇 〇 〇

環境配慮の取組 ○ 〇 〇 〇 〇

電子マニフェスト ○ 〇 〇 〇 〇 〇

財務体質の健全性 ○ 〇 〇 〇 〇

処理基準・実績の遵守 ○ 〇 〇 〇 〇

廃棄物排出抑制、減量化、再生利用又は

適正処理、低炭素化に関する取組み・実績
○ 〇 〇 〇

保管・施設基準の遵守 ○ 〇 〇 〇 〇

施設場内環境 ○ 〇 〇 〇 〇

優良業者、適正処理業者への委託 ○ 〇

委託状況の確認 ○ 〇

従業員研修、作業マニュアルや施設チェック

表の整備
○ 〇 〇 〇 〇

地域への情報公開、良好な関係の構築

ボランティア活動への参加等
○ 〇 〇 〇 〇

災害廃棄物処理の受入れ 〇 〇

産業廃棄物協会、環境保全協議会等の外部機

関への加入、講習会・研修への参加
〇 〇 〇

災害時等におけるＢＣＰ（事業継続計画）な

どの緊急時の体制が決められている
〇 〇 〇

高齢者や障害者などのダイバーシティを積極

的に雇用している
〇

比較項目

認定対象

認定基準
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８．北九州市と他都市の優良認定・評価制度の比較②

北九州市 大分県・市 京都市 山梨県 東京都 岩手県

認定期間

(更新間隔)
５年 5年 1年

許可期限に

準ずる

新規２年

更新３年

原則２年

最大３年

許可証への記載 ○ 〇 〇

認定マークの授与 〇 〇 〇

認定証の交付 ○ 〇 〇 〇

財政投融資における優遇 〇

環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃

棄物の処理に係る契約での有利な取扱い
〇

取組みの事例紹介の機会付与 ○

事業者名、取組み事例について、県・市の

ホームページでの周知
○ 〇 〇 〇 〇

業者検索システムにおける認定業者の表示 ○ 〇

県・市の各種支援制度に関する配慮 ○ 〇

認定機関 第三者機関による認定 〇 〇

評価形式 格付け（ランク付け）による評価 〇 〇

比較項目

認定取得による

インセンティブ
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８．北九州市と他都市の優良認定・評価制度の比較③

優れている点

【認定対象】

 排出事業者を認定対象としている。

【インセンティブ】

 許可証への記載のみでなく、別途認定書を交
付し、表彰を行っている。

 優良な取組みについて紹介する機会を提供し
ている。

【認定基準】

 災害に関わる事項や、ダイバーシティ雇用な
どの近年重要視されている項目に対応してい
ない。

【認定期間】

 国の認定を取得し、許可期限が７年に延長さ
れている業者についても、市の認定期間は５
年のままとなっている。

【インセンティブ】

 申請書類の一部省略、財政面や契約優位性に
関わる事項などがなく、認定者にとって魅力
的なインセンティブとなっていない。

劣っている点

北九州市と５都市の制度比較まとめ


